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３章 海外視察者が満足できるプラン作り 

３－１ モデルプランの設計 

 
2 章の仮説に基づき委員会でモデルプランを設計した。設計に際し解決すべきポイントは
次の 5点であると考えた。 
・日本では当たり前になっている福祉用語の解説が必要。 
・通訳者が福祉の正しい知識を持っていることが必要。 
・制度の理解をするには、その歴史的な背景も学習することが必要。 
・視察をする人たちは最低限のマナーを理解することが必要。 
・ 現場レベルでの交流が必要 

 
これら 5 点を念頭におき、委員会で協議した結果、海外視察者が満足できるモデルプラン
設計の素案として次の 10のプランを考えた。 
・日本の福祉を理解した通訳者の育成 
・通訳者の施設見学 
・受入施設の勉強会(中国や韓国の福祉事情、ツアー時の注意点等) 
・最新の福祉用語辞典の開発 
・視察者と施設職員の交流会 
・視察者に対しての日本福祉の勉強会 
・視察者、通訳者に対して『介護の奥深さ』『 現場職員の大変さ』が分かるような介護
実技講座や老人の気持ちが少しでも分かるような高齢者疑似体験(浦島太郎体験)研修
の実施 
・視察者、通訳者の施設実習 
・視察者、通訳者に対してのマナー講座（施設訪問時等） 
・通訳者のレベルを標準化するための福祉知識筆記試験の実施 

 
今回は、時間的な制限や費用的な制限があり、急を要するものとして、『福祉通訳者の養成

講座』と『辞書の開発』を第一ステップとして着手することとした。  

        
■ モデルプランを委員会で打ち合わせる様子 
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３－２ 福祉通訳者の養成講座 
視察モデルを作るにあたり、従来視察に来ている団体の通訳者は、韓国や中国の旅行会社

から同行してくる通訳者が多く、日本の福祉についてはあまり理解していない状況であった。

果たして専門用語の多い福祉の現場を正しく通訳できているのか？という疑問をもった。実

際に視察を受け入れた施設担当者に話を聞いてみると、施設を説明するにあたり、多くの専

門用語を使用しているが、理解してもらっているのだろうか？との不安をもっていることが

わかった。 
折角、日本の福祉を学びに来られているのに、正確な情報や知識を得ぬまま帰国されるの

は非常に残念である。より充実した視察を実施して頂くために、日本福祉の正確な情報や知

識を持った通訳者の養成を行うこととした。 
 
（1）講座内容の作成 

福祉通訳者養成講座を開催するにあたり、通訳者ひとり一人が、日本福祉の歴史背景から、

現在の介護保険サービス、介護施設の内容等までを一通り学べる講座内容を作成することに

した。作成した内容するにあたりポイントは以下の７点と考えた。 
・日本と福岡市の高齢者福祉 
・日本の社会保障制度の歴史 
・社会福祉諸法の成立過程 
・介護保険の成立から仕組みまで 
・介護保険サービスについて 
・日本の医療保障について 
・今後の日本社会福祉施策の方向性 

 
講座内容作成については、福岡市保健福祉局係長平田俊浩氏と、麻生教育サービス㈱のホ

ームヘルパー講座や介護講習会などの講師を担当されている、社会福祉士で福岡県久留米市

ケアマネジメントリーダーでもある、山本亮一氏にお願いすることとした。 
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（2）福祉通訳者養成講座カリキュラムの開発 

次に、実際に通訳者養成講座の実施内容について検討した。 
 

① 日数と曜日について 

受講生が会社員や学生なども考えられることから、長期講座は難しいと考え 2日間の集中 
講座で土・日曜日の開催とした。 
 
② 時間帯について 

10：00～17：00 
 

③ 受講対象者 

福祉通訳者の養成は急務である。よって、すでに中国語、韓国語が話せる方に、日本の福

祉の知識を深めてもらうこととした。 
受講条件としては、日本語が話せる方で、中国語もしくは韓国語が話せる方、2 日間受講
が可能な方、日本の福祉に興味がある方の 3点を満たす方とした。 

 
④ 講座内容 

（１）で作成した内容に沿った、知識の習得はもちろんのこと、やはり実際に案内する施

設のことも理解しておく必要があると考え、施設見学をカリキュラムに含めることにした。 

見学施設の選定については、日本にはさまざまな施設形態があるため、実際に通訳をする

場合を想定し、日本の代表的な形態である特別養護老人ホームと有料老人ホームの 2 形態を
見学することとした。見学施設については、移動を考え、福岡市内で比較的立地がよい施設

また海外からの視察も多く受け入れた実績がある施設の条件を満たす施設にお願いをした。 
上記条件を満たす施設として、特別養護老人ホームシティケア博多、介護付有料老人ホー

ムアビタシオン浄水にお願いし協力を得ることができた。 
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実際に開発したカリキュラムは、以下のとおりである。 
■福祉通訳者養成講座カリキュラム 

日時 内容 

10：00～10：05 主催者挨拶 

10：05～10：30 日本と福岡市の高齢者福祉 

1. 日本の高齢化の現状 
2. 日本の年齢階層別人口の推移 
3. 少子高齢化の現状 
4. 日本とアジアの高齢化の速度 

１２月１０日 

（日） 
10：30～17：00 

昼休み 

（12：00～12：40） 

日本の社会保障制度の歴史① 

1. 戦後の社会福祉 
2. 医療制度の沿革 
3. 高度経済成長と家族形態の変化 
4. 介護保険の成立 

10：00～12：20 

昼休み 

（12：20～13：00） 

日本の社会保障制度の歴史② 

5. 介護保険のねらい 
6．介護保険の理念と目的  

日本の医療保険・介護保険の概要 

１．しくみ  2．種類 

13：00～15：00 施設見学 

Ａ班：介護付有料老人ホームアビタシオン浄水 

→特別養護老人ホームシティケア博多 

Ｂ班：特別養護老人ホームシティケア博多 

→介護付有料老人ホームアビタシオン浄水 

15：00～16：55 社会保障（医療・介護）制度の改正のポイント 

社会保障（医療・介護）制度の今後の課題 

１２月１６日 

（土） 

16：55～17：00 主催者挨拶 
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（3）受講生の募集 

カリキュラムも完成し、次に受講生の条件や募集方法を考えるにことにした。募集条件と

しては、韓国語か中国語が話せる福岡市在住の方とし、募集方法は、福岡市の広報紙「市政

だより」 、新聞広告、ラジオ広告、書店や駅でのポスター掲載等を考えた。 
まず、福岡市の広報誌「市政だより」に募集案内を載せると、驚くことに定員５０名に対

し、１週間程で６０名近い応募があった。定員を上回る申し込みであったため、新聞広告等

については掲載を取りやめた。今回の講座に対する市民の方々の興味深さを強く感じること

ができた。最終申込み者数 67名 （11月 30日で募集締め切り） 
 

（4）受講生の特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■男性5 名、女性45名            ■会話できる言語は、中国語・韓国語ほぼ同数

であった。2カ国話せる方も数名おり、アジア

との距離の近さを感じた。 

 

 

男女比

男性

女性

 

話せる言葉

中

国

韓国

両方
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（5）受講生の職業 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グラフから見ても分かるように、会社員と主婦の割合が圧倒的に多かった。ここでいう主

婦は、日本男性と結婚後福岡に住んでいる方が多いようだ。その他には、学生時代中国語を

勉強し数年留学していた方や、介護職員の方なども見受けられた。 
 
（6）参加目的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加者が、会社員や主婦が多かったせいか、参加目的としては、今後の仕事やボランティ

アに活かしたいと考えている方や、日本と自国の架け橋になりたいという声も聞かれた。両

国国民の愛国心の強さを感じた。 
 

0 2 4 6 8 10 12

無回答

学生

韓国語通訳案内士

看護助手

求職者

自営業者

通所リハ職員

フリー非常勤嘱託

ホームヘルパー

翻訳

留学生

中国語教師

主婦

会社員

受講生の職業

 

0 5 10 15 20 25 30

その他

介護について興味があった

今後の仕事に活かしたいため

ボラ ンティアに参加したいため

通訳の仕事につきたいため

知識を増やしたいため

参加目的

 



 38 

（7）講義・施設見学 

福祉通訳者養成講座（第 1日目） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■主催者挨拶 

福岡エイジング・オープン・ミュージアム推進委員会 

会長 小川 全夫氏（九州大学名誉教授） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■日本と福岡市の高齢者福祉について 

講師 福岡市役所保健福祉局 係長 平田 俊浩氏 

 

① 質疑応答の内容 

【Ｑ】アジア近隣諸国から福祉施設の見学に来られているとの説明がありましたが、韓国

からはどこの都市から何名ぐらい来られているか教えてほしい。 

【Ａ】海外からの福祉施設の視察状況については、今年10月に九州全体の調査を行ってい

ます。まだ集計結果が出ていませんので、福岡市に直接視察の依頼があった分だけ

お答えします。 

視察者数 平成17年  5件 117人（うち韓国から117人） 

平成18年 15件 410人（うち韓国から384人） 

韓国の都市は、ソウル市、釜山市、大邱市が多く、大田市、麗水市、議政府市など

からも視察に来られています。 

 

 

開催趣旨説明 
今、アジアではエイジングが課題となって

いる。 
それに伴い隣国の韓国や中国からの施設視

察者が急増してきている。我々は、日本福

祉の正確な情報や知識を隣国の視察者に伝

える必要があると判断した。 
その第一ステップとして、通訳者のための

養成講座、すなわち福祉通訳者養成講座を

ここに開催することとした。 

講義内容 
１. 日本の高齢化の現状 
２. 日本の年齢階層別人口の推移 
３. 少子高齢化の現状 
４. 日本とアジアの高齢化の速度 
５. 質疑応答 
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【Ｑ】世界での日本の制度の位置づけは？どこがどれだけ優れているのか？独自的なとこ

ろは？そしてその理由も教えて下さい。 

【Ａ】高齢化が世界で一番進んでいる事実。それに対する取り組みを「福祉国家」でもな

く、「ワークフェア」でもなく、世界で2番目の介護保険という社会保険に取り組ん

でいる点。基本的には一部の人だけでなく全ての人を対象に福祉を増進しようと考

えていること。問題点は多々ありますが、あえて主張するとしたらそういう点が特

徴です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■日本の社会保障制度の歴史について① 

麻生教育サービス株式会社 講師 山本 亮一氏 

 
② 質疑応答の内容 

【Ｑ】高度成長期に、精神薄弱者福祉法が成立したことと、水俣病発症等は関連がない

のでしょうか？ 

【Ａ】水俣病と精神薄弱者福祉法成立の関係は直接的にはありません。水俣病は公害病

で医療訴訟問題ですし、水銀中毒症状被害で、手足の痺れや痙攣、精神錯乱など

を起こし、重症例は死に至る病気です。時は現在より50年ほど前までさかのぼり

ますので、精神薄弱者福祉法成立と同時代ですが、高度経済成長がもたらした、

４大公害病としての位置づけされています。 

 

講義内容 
１．戦後の社会福祉 
２．医療制度の沿革 
３．高度経済成長と家族形態の変化 
４．介護保険の成立 
５．質疑応答 
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■熱心に受講する受講者たち 

 
③ 第1日目受講生の感想より 

・もっと法律を勉強したい。 

・グループホームに関して、隣人介助のかわった形として運営する Know Howにすごく
興味を持ち、機会があれば見学・研修なりもっと詳しく勉強したいです。保険福祉って

奥深い！ 
・介護保険制度の勉強をたくさんできたとは思いますが、通訳者養成講座の趣旨と違う関

係者が多く受講されていたのではないかと思います。 
・どこまで理解すれば、どんなものまで出来ればよいのかが分からないから、なるべく色々

なものまで知っておきたいです。 
・介護は権利だというものに感心しました。 
・普段触れる内容ばかりで、すごく勉強になりました。次回も楽しみにしています。 
・山本先生のご説明が分かりやすく面白かったです。とても勉強になりました。 
・福祉についてあまり知識がありませんでしたがこれを機会に勉強しようと思いました。 
・今春 6 年ぶりにソウルから帰国してきた者です。福岡・日本と韓国をつなぐための何か
の仕事が出来ればと思い参加しました。 
・日本での介護事情など、全く分からずいましたので、今日のお話は少し難しかったです

が、少しずつ勉強していこうと思いました。 
・分かりやすく楽しい講義ありがとうございました。 
・介護保険の内容になって一気に難しくなりました。とても複雑な制度で日本人でもちゃ

んと理解するのは大変だと思いました。勉強になりました。 
・おもしろいと思わなかったが、分かりやすかった。 
・スピードが早過ぎた。こちらの予備知識が無かった。 
・山本先生の話し方が良かった（楽しかった）ので、時間がすぐに経った気がしました。

突然の質問も、眠気防止になりました。 
 
 

第一日目 
12月 10日（日） 
10：00～17：00 
九州大学西新プラザに於いて 
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福祉通訳者養成講座(第 2日目) 

 

    
■日本の社会保障制度の歴史について② 

麻生教育サービス株式会社 講師 山本亮一氏 

 
④ 質疑応答の内容 

【Ｑ】通所介護の出入り時間は決まっているのでしょうか？例えば 9：00～17：00まで

とすると自分都合で19：00まで延長できるでしょうか？ 

【Ａ】通所介護サービスは、事業所が営業している時間帯の中で、利用者の方で何時間利

用するかを決めますので、出入り時間はまちまちになります。時間延長も可能です

が、事業所が決めた別料金をとられることになります。時間延長を行っていない事

業所もありますので、選ぶ場合にこれらの点をご確認ください。 

 

【Ｑ】介護予防支援でのケアプラン作成はすべて地域包括支援センターが行うのですか？ 

【Ａ】介護予防ケアプランの作成は、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支

援事業所が作成することができます。ただし、報酬が低いこと等から、委託を受け

てくれる事業所は少ないようです。 

  
■活発に質問する受講生たち 

講義内容 
５．介護保険のねらい 
６．介護保険の理念と目的 
日本の医療保険・介護保険の概要 
１．しくみ 
２．種類 
質疑応答 

第 2日目 
12月 16日（土） 
10：00～17：00 
福岡市健康づくりセンターあいれふに於いて 
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⑤ 施設見学 

いよいよ、午後から施設見学に向け出発。移動の時間に施設見学等の注意事項を説明した。 
 

     
 ■2班に分かれバスに乗り込み施設見学に向かう受講生たち  

 
《Ａ班》 あいれふ出発(13：00)→アビタシオン浄水様見学 (13：10～13：40)→ 

シティケア博多様見学(14：00～14：30)→あいれふ(15：00着) 
Ａ班 21名 引率者：磯口、平田(市役所)、清崎(麻生塾) 合計 24名 

          受講生内訳（男性：1名、女性：20名） 責任者：磯口  
 

《Ｂ班》 あいれふ出発(13：00)→シティケア博多様見学(13：30～14：00)→ 
アビタシオン浄水様見学(14：20～14：50)→あいれふ(15：00着) 

        Ｂ班 21名 引率：丸井、山本(講師) 合計 23名 
          受講生内訳（男性：2名、女性：19名） 責任者：丸井 
 

 
■車内にて注意事項に目を通す受講生たち 

 
 
 

《事前に訪問施設よりいただいた見学時の注意事項》  
１． 施設は利用者にとって家であり生活の場です。施

設職員の指示にしたがってください。 
２． 部屋を勝手に覗き込んだり、許可も得ず部屋に入

ったりしないでください。 
３． 利用者のプライバシーを守ってください。 
４． 利用者に勝手に話しかけないでください。急に話

しかけると、驚かれる方もいらっしゃいます。話

しかけていい場合は、なるべく正面に立ち目の高

さを合わせて、ゆっくりしゃべってください。話

を終えたら、「ありがとう」と感謝の気持ちを伝

えてください。 




